
 

令和７年５月 26 日 

    東 北 森 林 管 理 局 

 

 

造林事業及び素材生産事業に係る総合評価落札方式について（林業技能士に関

する評価基準の追加による改正予定のお知らせ） 

 

 

東北森林管理局が発注する造林事業及び素材生産事業の総合評価落札方式につい

て、令和７年中に入札公告を開始する事業から林業技能士に関する評価基準を追加

し、併せて評価項目と得点配分の見直しを行う予定ですので、本年の受検申請が始

まることから、事前にお知らせします。 

 

 

１ 改正予定の概要 

令和６年８月、厚生労働省において職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 

号）に基づく技能検定の職種に「林業職種」が新設されたところです。 

同検定は林業従事者の技能向上とともに、国による公証制度導入に伴い林業従

事者の就業環境の整備及び社会的・経済的地位の向上、ひいては、安全性の向上

による労働災害の減少に寄与することを目的としています。 

国有林野事業においてもその普及に向けた取組の一環として、造林事業及び素

材生産事業に係る総合評価落札方式において林業技能士を評価することとし、林

業技能士に関する評価基準を令和７年中に追加する予定です。 

 

２ 主な改正予定 

ア 林業技能士の資格を有する配置予定技術者（現場代理人）を評価します。 

※ 林業技能士（１級又は２級）が対象（３級、基礎級は対象外）。 

イ 林業技能士を配置する企業を評価します。 

※ 当該事業に林業技能士を配置している場合に評価します（１級、２級、３

級、基礎級のいずれでも可。）。 

ウ 評価項目における評価基準及び配点の見直し 

上記アの評価項目を追加することに伴い、評価項目における評価基準及び配点

についても一部見直しを予定しています。 

 

３ 林業技能検定について 

林業技能検定の詳細については、林野庁ＨＰをご確認ください。 

林野庁ＨＰリンク先： 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/241210.html 



 

また、林業技能検定の試験日程や試験の実施場所等の詳細は、林業技能向上セ

ンターのＨＰで公開されています。 

 

一般社団法人林業技能向上センターHP 林業技能検定（外部リンク）先： 

https://ringyou-gino.org/skill/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担 当：森林整備課 課長補佐）   

（問合先：０１８－８３６－２１６２） 
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